
長野杯 第 39回熊本県実業団対抗柔道大会 熊本地震復興祈念大会実施要項 

 

 

 

１ 日 時  平成２８年１１月６日（日） １０時００分開会 

 

２ 会 場  八代武道館 八代市松江城町６－１３ 0965-34-1915 

 

３ 主 催  熊本県実業柔道連盟 

 

４ 後 援  公益財団法人熊本県体育協会 熊本県柔道協会 熊本日日新聞社 

 熊本放送 テレビ熊本 熊本県民テレビ 熊本朝日放送 

 

５ 参加資格 

(1) 参加チームは、熊本県内にある会社（事業所単位）、公社、クラブなどの柔道チームで継続した活動

実績があること。 

(2) 参加選手は、（財）全日本柔道連盟に登録した者であり、参加チームは当大会に継続参加を行うこと

ができること。※今大会に限り継続参加できないことを認める。 

 

６ 試合種目と方法  

(1) 試合種目は、１チーム選手３名による団体対抗戦とする。 

(2) チームの編成は、監督１名、選手３名、補欠２名の計６名以内とする。なお、選手は各部を兼ねる

ことはできない。１団体２チームまでの参加とする。 

(3) 試合は、出場チーム数によりリーグ及びトーナメント戦を行い、優勝、準優勝、第三位を決定する。 

(4) 選手の配列については、自由配列とし試合ごとに変更を認める。 

(5) 参加申込書提出後、選手又は補欠員に事故を生じ出場不可能となった場合には、代表者会議におい

て変更を申し出たものに限り認める。ただし、登録選手外１名のみ。事故により一旦退いた選手は、

その後の試合に出場することはできない。 

(6) リーグ戦における順位は、次により決定する。 

① チーム間の勝敗において、勝数の多いチームを上位とする。 

② 勝数が同数の場合、負数の少ないチームを上位とする。 

③ ②で同一の場合、リーグ戦中の個人の総勝数の多いチームを上位とする。 

④ ③で同一の場合、負数の少ないチームを上位とする。 

⑤ ④で同一の場合、勝数の内容により決定する。 

⑥ ⑤で同数の場合には、任意の代表選手１名により必ず勝敗を決する。 

(7) トーナメント戦におけるチーム間の勝敗は、次により決定する。 

① 勝者数の多いチームを勝ちとする。 

② ①で同数の場合には、「一本勝ち、不戦勝ち、棄権勝ち、反則勝ち」の多い方を勝とする。 

③ ②で同数の場合には、「技有」による勝者の多いチームを勝ちとする。 

④ ③で同数の場合には、「有効」による勝者の多いチームを勝ちとする。 

⑤ ④で同数の場合には、任意の代表選手１名により必ず勝敗を決する。 

(8) 選手は、ゼッケンを着用する。 

(9) 試合時間は、すべて３分とする。 

 



７ 審判規定 

  ・試合は、国際柔道連盟試合審判規定並びに本大会申し合わせ事項による。優勢勝ちの判定基準は、

「有効」又は「僅差」以上とする。但し、僅差は「指導差が２以上」とする。 

・代表戦の判定基準は、「有効」以上とする。但し、技による評価が同等の場合は「指導」が少ない

選手が勝者となる。決着がつかない場合は、ゴールデンスコア（無制限）により勝敗を決定する。 

・相手の帯から下への攻撃又はブロックするすべての行為は「指導」を与える。２回目以降も「指導」 

とする。（国際柔道連盟試合審判規定では、１回目から「反則負け」としているが、本大会では「指  

導」とする。） 

   

８ 今大会特別ルール 

・今大会の成績は次年度大会に影響しない。 

（第４０回大会は、第３８回大会の成績を引き継ぐものとする。）                              

 

９ 参加申込 

（1） 同封の申込み用紙により郵送・ＦＡＸ・メールにて事務局あて申し込みをすること。 

（2） 申し込み期日  平成２８年１０月 ３日（月曜日）まで 

（3） 問い合わせ先  熊本県実業柔道連盟事務局 柳原 美紀 

電話 096-293-2649 FAX 096-293-2718 携帯 080-4943-6294 

 

１０ 参加料 

（1） 大会参加料は熊本県実業連盟各団体は年会費 10,000円、1チーム 3,000円。 

クラブチームは 1チームにつき 10,000円を大会当日に受付にて納入する事。 

 

１１ 抽選・代表者会議 

（1） 抽選会および代表者会議は大会当日、午前８時３０分より大会会場により行う。 

※参加チーム増の場合は、連盟側で事前抽選とし、代表者会議のみとする。 

 

  以 上 


